
国の住生活基本計画見直し
に関する検討状況

第４回 事業運営審議委員会

平成27年７月30日

資料２



1社会資本整備審議会 住宅宅地分科会（第37回：平成27年５月22日開催)資料より

１ 国の住生活基本計画の見直し（概念図）



○住宅ストックのマネジメント・システムの確立
● 住宅ストックの適切な維持管理による価値の維持・向上
・住宅の適切な維持管理の促進
・所有者／賃貸人・居住者／賃借人の意識・行動改革（住教育の推進）
・専門家の活用等によるマンション管理の適正化の促進
● リフォーム・リノベーションによる質の向上
・リフォーム・リノベーションによる耐震化・省エネ化・バリアフリー化・長期優良化等の促進
・マンションの修繕を通じた質の向上・長寿命化等の促進
● 既存住宅ストックの活用促進
・住宅ストックの流通促進（既存住宅市場の活性化）
・戸建住宅に関する評価手法の改善とその市場への定着
・住宅の用途転換
・空き家の利活用の促進
－所有者の意識啓発、空き家情報の発信やマッチング、用途転換 等
－空き家の利活用・発生防止の観点からの持家の賃貸化等の促進

・定期借地・定期借家の活用
・住宅のストック効果の分析
● 不良な住宅の除却の促進
● 良質な住宅の供給
・耐震性・省エネ性・バリアフリー・長期優良の観点で優良な住宅の供給
・マンションの建替え等の促進
・木材住宅の供給や木材利用の促進
・ＩＣＴの活用による住生活支援機構の高度化

２ 住生活基本計画の見直しにあたっての主な論点（案） ①

【目標１】

良質な住宅ストック
の形成及び将来
世代への継承（案）

住まいのあり方
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○多様な居住ニーズに応じた住宅の選択肢の提供
● 既存住宅ストックの活用促進［再掲］
● 豊かな住生活実現の基盤としての賃貸住宅市場の確立
・多様な居住ニーズへの対応（サービス付き高齢者向け住宅、ＤＩＹ型賃貸、コレクティブ
ハウス・シェアハウス、コミュニティ賃貸 等）
・空き家の利活用・発生防止の観点からの持家の賃貸化等の促進［再掲］
・賃貸住宅に関する情報提供の充実
・居住支援協議会活動の充実

○ 住生活関連サービスの充実
● 豊かな住生活を支えるサービス提供に向けた新たな産業展開
・循環型住生活関連サービス（良質な住宅の供給、インスペクション（建物検査）、住宅の
維持管理、リフォーム、瑕疵保険、住宅資産活用についての相談サービス 等）の充実
・医療・介護・福祉サービス、子育て支援サービス等住生活の安心を支えるサービスが
提供される環境の整備
・豊かな住生活実現のための「医・職・住」に関するサービスの連携
・住まいに関する情報提供の充実
● 住宅関連金融商品の充実
・既存住宅ストックの活用と住み替え促進に資する金融商品の充実（リフォーム一体型
ローンの充実 等）
・長寿社会に対応した金融商品の充実（リバースモーゲージ 等）
・地域政策と連動した金融商品の充実（地方公共団体と地域金融機関とが連携した
定住促進ローン 等）

【目標２】

ライフスタイルや
ライフステージに
応じた多様な居住
ニーズの実現（案）

住まいのあり方
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２ 住生活基本計画の見直しにあたっての主な論点（案） ②
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○ 社会的弱者の居住の安定の確保
● 住宅セーフティネットの再構築
・重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築
（公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の適切な役割分担、民間賃貸住宅を活用した
セーフティネットの構築 等）

・居住支援協議会活動の充実［再掲］

○ まちづくりと住まいづくりの連携による地域の価値の向上
● 持続可能な居住環境・町並みの実現
・市街地の安全性の向上（密集市街地の改善等）
・防災上安全な地域への居住の誘導（情報提供の促進、防災上危険な区域における住宅
整備に対する支援措置の縮小 等）
・都市のコンパクト化（居住誘導区域への居住の誘導等）、小さな拠点の形成
・スマートウェルネス住宅・シティの実現
・不良な住宅の除却と空閑地の有効活用
・良好な都市計画の形成と都市・地域の記憶・歴史の継承（多世代循環型居住、リノベーショ
ン等）

● 公的賃貸住宅の活用・再編と団地再生の促進
・公的賃貸住宅の既存ストックの活用・建替え・再編等を通じた地域の居住機能の向上
・事業主体間の連携による公的賃貸住宅の再編・再生の促進
・住宅団地の再生促進

【目標３】
住宅の確保に特に
配慮を要する者の
居住の安定の確保

（案）

【目標４】

良好な居住環境の
形成による地域の
価値の向上と豊か
なコミュニティの
形成 （案）

住まいのあり方

居住環境のあり方
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２ 住生活基本計画の見直しにあたっての主な論点（案） ③
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○ 豊かなコミュニティの形成
● 豊かな住生活を支えるコミュニティの形成
・新しいコミュニティづくり（多世代循環型居住、外国人居住、マンションを確認したコミュニティ、
エリアマネジメント、コミュニティデザイン、リノベーションスクール、現代版「家守」、日本版
ＣＣＲＣ 等
・歩いて暮らせる街づくり、街の「居場所」づくり、人と住宅・公共空間をつなぐ「中間領域」の
形成（街に開かれた住まいづくり）
・多様な関係者の役割分担と連携
・地域における居住者のコミュニティ形成に対する意識・行動改革

【目標４】

良好な居住環境の
形成による地域の
価値の向上と豊か
なコミュニティの
形成 （案）

居住環境のあり方

住宅の意義の再検証 －「住宅」とは何か－

○ 人と住まいの関係の変化を踏まえた住宅位置づけの見直し
● 家族形態の多様化、住宅双六の終焉、人々が住宅に求める機能の変化

〈参考：住生活基本計画における住宅の位置づけ〉
・ 人生の大半を過ごす欠くことのできない生活の基盤であり、家族と暮らし、人を育て、憩い、安らぐことのできるかけがえのない
空間であるとともに、人々の社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点

・ 都市や街並みの重要な構成要素であり、安全、環境、福祉、文化といった地域の生活環境に大きな影響を及ぼすという意味で社会
的性格を有するもの

・ 個人の私的生活の場であるだけでなく、豊かな地域社会を形成する上で重要な要素であり、個人がいきいきと躍動し、活力・魅力が
あふれる社会の礎
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２ 住生活基本計画の見直しにあたっての主な論点（案） ④

5


